
企業・医療機関連携マニュアル（事例編：心疾患）

本参考資料は、具体的な事例を通じて、ガイドライン掲載の様式例（ガイドラインP.12「様式例集」）の記載例を示
すものである。　
掲載の事例はあくまで一例であり、実際の経過や必要な就業上の措置等は疾病の種類や個別の労働者の状況によっ

て異なる点に留意する必要がある。

＜構成＞

事例１　�虚血性心疾患（狭心症）によるバイパス手術を経て職場復帰をし、治療

と仕事の両立を目指す事例�

事例２　�心不全に対する心臓リハビリテーションを行いながら、治療と仕事の

両立を目指す事例�

事例３　�不整脈のため植込み型除細動器（ICD）の植込み手術を行い、治療と仕

事の両立を目指す事例�

※心疾患の特徴及び治療と仕事の両立支援に当たっての留意事項
●　心疾患は重症度や治療法によって業務への影響は大きく異なるため、診断名や印象で就業上の措置や配慮を判
断すべきでない。労働者の作業内容や職場環境について、主治医に十分な情報提供を行った上で、治療法や心
機能等についての情報を主治医から取得し、就業上の措置を判断することが重要である。

●　心疾患には、業務内容が症状や経過に影響を及ぼしたり、症状や治療内容が業務上の安全に影響を及ぼしたり
といったリスクが存在するが、リスクを大きく見積り過ぎることで、本来可能な就業の機会を制限してしまう
ことがある。リスクをゼロにすることは難しいが、再発や増悪、突然死等のリスクを低減させることは十分可
能である。残存リスクについて事業者と労働者が共通認識を持ち、リスク低減に向けて適切な理解に基づく就
業上の措置を行うことが重要である。

●　心疾患では、事業者、労働者の双方が就業上の不安を抱くことが多い。本人、事業者、主治医、産業医等の間
でコミュニケーションをとり、話し合うことが望ましい。
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事例１　虚血性心疾患（狭心症）によるバイパス手術を経て職場復帰をし、治療と
仕事の両立を目指す事例 

Ａさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

５０歳代
男性

虚血性心疾患
（狭心症）

手術
薬物療法

中小企業
正社員

（私立高校、教諭）
なし

（１）事例の概要
ア　基本情報
Aさんは、私立高校の教諭で学級担任、運動部の顧問をしている。真面目な仕事ぶりで上司同僚や生徒から
の信頼が厚い。主幹教諭としてデスクワーク中心の変形労働時間制による勤務だが、生活指導・書類作成・部
活の指導などにより時間外労働が比較的多い。校舎は４階建てでエレベーターはない。教室・職員室には冷暖
房が設置されているが、体育館にはない。敷地内は禁煙となっている。Aさんの勤務先の学校は、規模が小さ
いため産業医は選任されていない。

イ　両立支援を行うに至った経緯
Aさんは職場の定期健康診断で肥満と高血圧・高脂血症を指摘され、健診結果通知により受診勧奨されてい
たが、仕事が忙しく受診できていなかった。たばこは職場の敷地内が禁煙となったことを機に５年前にやめた。
部活動の指導で体を動かす際に度々息切れや胸痛を感じることがあり、自宅からほど近い診療所を受診した。
診療所から紹介された病院に入院して精密検査を受けたところ、最終的に虚血性心疾患（狭心症）との診断を受
け、引き続き胸骨正中切開によるバイパス手術を受けることとなった。入院から手術を経て約１か月で退院と
なったが、主治医からは職場への復帰までには概ね３か月が必要と言われた。
Ａさんは職場に診断書を提出し、３か月休職することとなった。仕事は継続したいが、職場に迷惑をかけて
いることや、体力の低下・再発への恐れによる職場復帰への不安もあることから、学校側へ両立支援の申出を
することとした。
学校側では外部講師を起用し代理の担任を立てAさんが不在時の対応をした。職場復帰が見えてきたころに、
改めて主治医の意見を求め、職場で必要な就業上の措置や配慮を検討することとした。
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（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
Ａさんと上司で復職後の働き方について話し合った結果、業務の内容等を伝えた上で、職場復帰の時期、就
業上配慮すべき事項、通院の頻度や通院に必要な時間、内服薬の副作用等に関して主治医に意見を求めること
とした。

イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Aさんに仕事の内容や職場環境、復職に向けて悩
んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容を中心に主治医意見書を作成した。
職場復帰は短時間勤務から開始し、徐々に元の業務に戻してもよいが、体力が十分に回復するまでは定時内
の勤務にとどめ、その後も長時間の時間外労働は避けることや、術後６か月までは重量物の運搬や運動部の活
動を避け、無理のない範囲で声を出して良いこと、さらに、抗血小板剤による副作用への注意が必要であるこ
とも記載した。
今後は月に１〜２回の外来受診が必要であることや、狭心症の再発予防策、病状悪化時の対応等についても
記載した。
　

ウ　職場復帰支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、再度Aさんと上司で話し合った結果、主治医の意見を勘案し、午前中勤務から開始
し、復職後１か月でフルタイムでの勤務を目指すこととした。フルタイム復帰後も原則として定時での帰宅と
し、本人の同意を得た上で、具体的な措置、制限に限って同僚や生徒に説明を行うこととした。

（３）その他留意事項
狭心症は重症度や治療法によって職場復帰への影響は大きく異なる。例えば、心臓の血管の状況から内科的
なカテーテル治療のみで終了する場合には、就労の継続に対する影響はほとんどないこともある。一方、心機
能の低下を伴う場合には、仕事の内容によっては配慮が必要となることもある。したがって、過去に別の労働
者で狭心症のケースを経験していても同様の対応が適切であるとは限らないため、個々のケースについて状況
をよく確認することが極めて重要である。
治療により病状は回復していても、手術の影響により一時的な就業上の制限が生じることがある。就業上必
要な制限や治療に伴う副作用、身体機能の低下による業務遂行への影響が、手術等による一時的なものか、あ
るいは疾患の重症化予防のための永続的なものかを確認することが必要である。
狭心症や心筋梗塞など、虚血性心疾患は再発や悪化のリスクがある。特に暑熱な環境における長時間作業や
過重労働、職場における受動喫煙など、業務が病状を悪化させる要因があるものについては就業上の措置や安
全面での配慮が必要となる。しかしながらリスクを大きく見積もりすぎて過剰な業務制限を行うと本来可能で
ある就労継続も困難になってしまうことがある。必要かつ十分な配慮について本人を介して主治医とコミュニ
ケーションをとり、産業医など産業保健スタッフの意見も踏まえて対応を決定することが必要である。
再発の防止には、食生活の改善や禁煙・内服の継続など本人自らの健康を保つ努力も重要である。職場にお
ける保健指導の一環として、本人はもちろんのこと職場全体でも自らの健康管理に関する意識を高め、健康的
な職場風土を作ることも両立支援のあり方のひとつと言える。
さらに緊急時の対応として、AED機器を設置する場合は、必要時に確実に使用できるよう日頃から設置場所
の確認や使用方法についての定期的な研修等を行うことが望ましい。
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●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、時間外や休日の労働時間、出張の
有無や仕事の特徴を記載

●変形労働制で週 6 日勤務の形態があることも
記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な制度を
明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような業務内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場復帰可能時期、職場に
おいて必要と考えられる配慮や注意事項を検討

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例１（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント

1555  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 

連携マニュアル（青）.indb   154連携マニュアル（青）.indb   154 2021/03/09   10:14:362021/03/09   10:14:36



●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、時間外や休日の労働時間、出張の
有無や仕事の特徴を記載

●変形労働制で週 6 日勤務の形態があることも
記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な制度を
明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような業務内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場復帰可能時期、職場に
おいて必要と考えられる配慮や注意事項を検討

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例１（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されて
いる治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・業務時間を段階的に延ばしての職場復帰のあ
り方について検討

・周囲が気づきにくい症状の場合、労働者が職
場に相談しやすくなるよう、労働者本人の同
意を得て、必要な範囲で情報を共有し、対応
を検討

・再発のリスク回避のために労働者本人がとる
べき対応を職場が支援できるよう検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・病状の悪化や再発防止、内服治療のために配慮すべき事
項等があれば具体的に記載

・通院などのために、職場での配慮が長期にわたり必要と
想定される場合には、今後の治療方針について、通院頻
度等を含めて記載

事例１（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されて
いる治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・業務時間を段階的に延ばしての職場復帰のあ
り方について検討

・周囲が気づきにくい症状の場合、労働者が職
場に相談しやすくなるよう、労働者本人の同
意を得て、必要な範囲で情報を共有し、対応
を検討

・再発のリスク回避のために労働者本人がとる
べき対応を職場が支援できるよう検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・病状の悪化や再発防止、内服治療のために配慮すべき事
項等があれば具体的に記載

・通院などのために、職場での配慮が長期にわたり必要と
想定される場合には、今後の治療方針について、通院頻
度等を含めて記載

事例１（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

8  企業・医療機関連携マニュアル 
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●業務内容の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●再発予防のために残業時間の段階的な拡大の
目安を記載

●労働者が気を付けるべき事項があれば記載

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通し、手術後の経過や
評価など、就業上の措置や配慮を行うために必
要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●１か月目に通常勤務に戻すことを当面の目標
として設定

●治療方法や通院頻度も参考情報として明記

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●同僚等に症状や必要な配慮等に関する説明を
行う場合は、労働者労働者本人の同意を得て説
明を行う旨を明記

●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

事例 1（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●業務内容の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●再発予防のために残業時間の段階的な拡大の
目安を記載

●労働者が気を付けるべき事項があれば記載

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通し、手術後の経過や
評価など、就業上の措置や配慮を行うために必
要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●１か月目に通常勤務に戻すことを当面の目標
として設定

●治療方法や通院頻度も参考情報として明記

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●同僚等に症状や必要な配慮等に関する説明を
行う場合は、労働者労働者本人の同意を得て説
明を行う旨を明記

●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

事例 1（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント

10  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 

解
説
編

事
例
編
：
が
ん
事
例

事
例
編
：
脳
卒
中
事
例

事
例
編
：
肝
疾
患
事
例

事
例
編
：
難
病
事
例

事
例
編
：
心
疾
患
事
例
１

事
例
編
：
糖
尿
病
事
例

158

連携マニュアル（青）.indb   159連携マニュアル（青）.indb   159 2021/03/09   10:14:372021/03/09   10:14:37



事例２　心不全に対する心臓リハビリテーションを行いながら、治療と仕事の両立
を目指す事例 

Ｂさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

３０歳代
女性

心不全
薬物療法

心臓リハビリ
テーション

中小企業
正社員

（スーパー、店員）

嘱託
産業医

（１）事例の概要
ア　基本情報
Bさんは、従業員80人程度のスーパーのバックヤードで、陳列商品の在庫補充、発注などの作業をする30
歳代の女性である。フルタイムの正社員で、同僚・後輩に頼りにされている。会社には嘱託産業医が選任され
ており月１回来社する。

イ　両立支援を行うに至った経緯
Bさんは以前より陳列する商品を運ぶときに息苦しさなどの自覚症状があり、病院を受診したところ心不全
が判明した。主治医からは入院加療が必要であり、しばらく休職して薬物療法、心臓リハビリテーションの継
続が必要である旨の説明があった。
Bさんは診断されたことのショックと自身の健康状態に不安を覚え、一時は退職を検討したものの、主治医
等との話し合いにより職場復帰を目指すこととなった。
主治医や医療ソーシャルワーカー（MSW）等から助言を受けながら、主治医からの診断書を提出するととも
に職場に両立支援の申出を行った。
職場は必要な配慮等を検討するため、主治医に意見を求めることとした。

（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
Ｂさん本人は就労継続の希望がある一方、仕事に復帰するよりも治療に専念するために辞めたほうがよいか
悩んでいた。職場側も、仕事に復帰させて良いのか悩んでいた。
Bさん、上司、産業医の三者で話し合い、治療と仕事の両立を支援するために、勤務情報提供書を通じて、
就労継続による悪化や再発の恐れはないか、作業の安全面への影響や必要な配慮、通院スケジュールの見通し
について主治医に意見を求めることとした。

16111  企業・医療機関連携マニュアル 
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イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Bさんに仕事の内容や職場環境、復職にあたり
悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容を中心に主治医意見書を作成し
た。
通院は職場復帰後３か月の間は２週間に１回で、内服薬治療と心臓リハビリテーションによる定期的な評価、
検査となることを記載した。また、心機能低下に伴う身体活動の制限が必要であり、職場復帰当初は事務作業
をメインとし、10kg以上の重量物の運搬は避けること、時々3kg程度の商品を扱う場合は息切れなどの症状
が出現するようであれば禁止することを明記した。さらに、今後薬剤やリハビリによる心機能等の改善を認め
れば作業の制限が緩和可能であることを記載した。
　

ウ　職場復帰支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、Bさんと上司、産業医とで話し合った結果、事務仕事から就業を再開し、主治医か
らの３か月後、５か月後の再評価にて本来のバックヤード業務に戻すか検討し、主治医の許可が出たら通常業
務を再開することとした。
また、同僚には本人同意のもと、産業医からの説明を踏まえ就業上の措置が必要であることを説明した。

（３）その他留意事項
（慢性）心不全は心臓の機能低下が起こる病態である。走る、重いものを持つなど心臓に負担のかかる作業を
することで急性心不全（慢性心不全の急性増悪）となり、入院などすぐに治療が必要な状況になりうる。したがっ
て、急に心臓に負担のかかる作業については主治医にどの程度まで許容できるか確認する必要がある。また、
不整脈を合併することがある。
心不全では、心機能に応じて悪化防止のために業務内容の見直しが（一時的に）必要な場合がある。事業者の
過剰な不安を軽減し、リスクへの適切な理解にもとづく就業上の措置を行うためには、職場と主治医、産業医
間でのリスクコミュニケーションが重要である。また、業務量が変わった（軽減された）ことによる偏見、差別
の防止のために、本人同意のもと上司・同僚へ説明することが重要である。
一方、本人が職場に知らせず治療・職場復帰する場合もあるため、上司や産業医が把握した場合は、本人同
意のもと状況を確認し、対応を検討することが望ましい。

12  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 

解
説
編

事
例
編
：
が
ん
事
例

事
例
編
：
脳
卒
中
事
例

事
例
編
：
肝
疾
患
事
例

事
例
編
：
難
病
事
例

事
例
編
：
心
疾
患
事
例
２

事
例
編
：
糖
尿
病
事
例

160

連携マニュアル（青）.indb   161連携マニュアル（青）.indb   161 2021/03/09   10:14:382021/03/09   10:14:38



5

● 署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の有
無等について確認

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、仕事の特徴や当面実施可能な業務
等があれば記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷の
仕事に従事する予定であるのかを確認

●特に作業環境や重量物の取り扱いなど、病状の回復を妨げ
る恐れのある業務があるかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・労働者と職場の過剰な不安を軽減し、職場が適切な就業
上の措置が行えるよう、職場での相談状況を労働者と確

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例２（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント
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5

● 署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の有
無等について確認

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、仕事の特徴や当面実施可能な業務
等があれば記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷の
仕事に従事する予定であるのかを確認

●特に作業環境や重量物の取り扱いなど、病状の回復を妨げ
る恐れのある業務があるかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・労働者と職場の過剰な不安を軽減し、職場が適切な就業
上の措置が行えるよう、職場での相談状況を労働者と確

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例２（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・作業内容等の調整が必要である場合、対応を
検討

・治療スケジュールを踏まえ、職場復帰後の通
常業務再開のタイミングを検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●職場復帰に当たり、留意すべき症状等があれば記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容について、配慮が必要な事項を具体的に記載
・受診の目安となる症状について記載
・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
・通院などのために職場での配慮が長期にわたり必要と想
定される場合には、今後の治療方針の見直しのタイミン
グについて記載

・外来での心臓リハビリ終了期限を確認し、その後通院頻
度が変わることも記載

事例２（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・作業内容等の調整が必要である場合、対応を
検討

・治療スケジュールを踏まえ、職場復帰後の通
常業務再開のタイミングを検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●職場復帰に当たり、留意すべき症状等があれば記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容について、配慮が必要な事項を具体的に記載
・受診の目安となる症状について記載
・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
・通院などのために職場での配慮が長期にわたり必要と想
定される場合には、今後の治療方針の見直しのタイミン
グについて記載

・外来での心臓リハビリ終了期限を確認し、その後通院頻
度が変わることも記載

事例２（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●通院への配慮や本人の不安軽減に対する配慮
事項があれば記載

●同僚等に症状や必要な配慮等に関する説明を
行う場合は、労働者本人の同意を得て説明を行
う旨を明記

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●現在の症状と今後出る可能性のある症状は区
別して記載

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●作業転換の期間を設定し、主治医の許可が出
たら通常勤務に戻すことを当面の目標として設
定

●治療方法や通院頻度も参考情報として明記
●業務内容の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

●今後の病状の回復状況に応じた就業上の対応
に関する方針を記載

事例 2（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●通院への配慮や本人の不安軽減に対する配慮
事項があれば記載

●同僚等に症状や必要な配慮等に関する説明を
行う場合は、労働者本人の同意を得て説明を行
う旨を明記

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●現在の症状と今後出る可能性のある症状は区
別して記載

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●作業転換の期間を設定し、主治医の許可が出
たら通常勤務に戻すことを当面の目標として設
定

●治療方法や通院頻度も参考情報として明記
●業務内容の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

●今後の病状の回復状況に応じた就業上の対応
に関する方針を記載

事例 2（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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事例３　不整脈のため植込み型除細動器（ICD）の植込み手術を行い、治療と仕事
の両立を目指す事例  

Ｃさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

４０歳代
男性

不整脈
手術

薬物療法
大企業

正社員
（製造業、

エンジニア）

専属
産業医

（１）事例の概要
ア　基本情報
Cさんは、従業員1000人超の製造業の会社に勤務するエンジニアである。パソコンを用いた事務作業が主
体であり、身体に負荷のかかる作業や危険業務はない。
通勤は電車とバスで、打ち合わせのために社用車（普通乗用車）で取引先へ出向いたり、工場現場へ視察のた
めに立ち入ることがある。しばしば残業することもあるが、おおむね19時には帰宅できている。会社には専
属産業医が選任されている。

イ　両立支援を行うに至った経緯
Cさんは職場の定期健康診断で心電図異常を指摘され、精密検査が必要であったが、産業医による面談の結果、
心筋症に伴う不整脈により内服治療中であることが分かった。ただし、この時点では不整脈も軽微であり、就
業制限は行っていなかった。
ある日勤務中に意識を失い、救急車で病院搬送されたところ、不整脈の悪化が認められた。主治医からは内
服薬の追加とカテーテル手術および植込み型除細動器（ICD）の植込み手術の実施、その後の20日間の入院と、
10日程度の自宅療養が必要との話があった。また、ICDは自動車運転の制限があること、電磁波の影響を受け
る可能性があることについて説明があった。Cさんは上司に報告の上、４週間程度休みを取り、入院、手術を
受けることとした。
手術は成功し、その後の経過も問題がないことから、Cさんは職場復帰を検討しはじめたが、不整脈の再発
や電磁波の影響などについて不安が大きいため主治医等に相談したところ、職場に両立支援を申し出てはどう
かとのアドバイスを得た。
一方職場では、Cさんが職場で倒れたことから、再発のおそれや、万一再発した際の対応についてかなり不
安を感じていた。主治医からも職場環境についての確認があったため、Cさんは職場に相談しながら主治医に
情報提供することとした。
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（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
Cさんと上司・産業医とで復職後の働き方について話し合った結果、ICD植込みの関係で業務上の制限や、
内服薬の副作用など就業上注意すべき点について主治医に確認することとした。
また、悪化を防ぐために必要な就業上の措置、勤務時間、通院の頻度や時間、急変時の対応などについても
あわせて意見を求めることとした。

イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Cさんに仕事内容や職場環境を確認した上で、
記載された質問内容を中心に主治医意見書を作成した。
事務的な仕事に関しての就労上の配慮は不要だが、電磁干渉の危険のある現場への立入り禁止や自動車運転
時の留意点、当面の時間外労働の制限について記載した。
また、内服治療と月に１回の外来通院加療の継続のほか、ICDが作動した場合を考慮したICD手帳（機種やモー
ド、設定値が記載されている）の常時携帯についても記載した。
　

ウ　職場復帰支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、再度Cさんと上司、産業医とで話し合った結果、復帰当初からフルタイム勤務とす
るが、体調不良時には時間単位の有給休暇を取得すること、車の運転は控えることとした。また、主治医の勧
めでICDデバイス会社による現場の環境調査を行い、溶接を行うエリアを立ち入り禁止とした。
上司へは産業医から事情を説明し、職場の不安払拭のための同僚への説明は上司が行うこととした。さらに、
定期的に産業医面談を行うこととした。

（３）その他留意事項
ア　ICD 等について
不整脈の治療ではペースメーカやICDなど、植込み型心臓デバイスを必要とするケースがある。最近のデバ
イスはノイズ対策がなされており、日常生活環境ではほぼ問題ないが、職場環境では溶接機器・発電機・溶鉱
炉やアンテナ周辺など、強力な電磁波によりデバイスの誤作動をきたすおそれがあるため注意が必要である。
不明な場合には職場の状況を主治医に伝え、電磁波の影響について尋ねることも必要である。
ICDは命を脅かす不整脈が生じた場合に自動的に電気ショックなどで停止させるデバイスだが、意識消失の
リスクや電気ショックによる予期しない体動が起こる可能性があるため自動車運転に制限が定められている。
一定期間作動がなければ普通乗用車の運転は可能だが、中型（8t限定を除く）、大型免許及び第二種免許が必要
となる職業運転は認められていない。
また、ICD植込み手術に伴い、障害者手帳を取得する場合もある。

イ　不整脈疾患について
不整脈疾患の中には１回の治療で完全に根治するものもあれば、治療後も発作の再発のおそれがあるもの、
再発時に突然の意識消失をきたし倒れるものもあるため、発作時のリスクを確認した上で、必要に応じて本人
の安全とともに周囲の安全も配慮しつつ可能な対応を検討して行くことが重要である。
リスクコミュニケーションは、職場での不安感を払拭し、皆が安心して働くことができる環境を整備するこ
とにとどまらず、就業上の配慮に対する本人と支援する側双方の納得感の形成や、万が一病状が急変した際の
適切な対応のためにきわめて重要である。一方で、病状に関する情報は要配慮個人情報であり、本人としっか
り協議した上でどの範囲・どの程度の情報共有を行うのか十分に検討し、同意を得る必要がある。
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● 署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の有
無等について確認

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、仕事の特徴を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷の
仕事に従事する予定であるのかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・ ICDには電磁干渉に伴う誤作動の防止や運転制限など業
務上の留意事項があるため、業務内容や作業環境を労働
者と確認

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●情報の提供・活用目的の明記が必要

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例３（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント
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● 署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の有
無等について確認

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●職場復帰の可否について主治医意見を確認す
るにあたり、仕事の特徴を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷の
仕事に従事する予定であるのかを確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応可
能かどうか、労働者と確認

●産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理など
の支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・ ICDには電磁干渉に伴う誤作動の防止や運転制限など業
務上の留意事項があるため、業務内容や作業環境を労働
者と確認

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●情報の提供・活用目的の明記が必要

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント

事例３（心疾患）：勤務情報を主治医に提供す    る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

労働者・事業者が作成する際のポイント

22  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・ ICD植込みによる運転制限、作業環境で配慮
が必要な事項を検討

・緊急時の対応について、労働者本人の同意を
得て、必要な範囲で職場と情報を共有し、対
応を検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医が選任されている場合は、情報を的確に伝えるた
めに必要に応じて専門用語も使用する

●病名は、事業者が両立支援プランを検討する際に必要と
考えられる場合に記載

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・ ICD植込みにより、業務内容や作業環境で配慮が必要な
事項を具体的に記載

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
・緊急時の対応など職場が理解しておく必要がある事項を
記載

・労働者が職場に相談しやすい環境づくりのため、上司等
からの声掛け、同僚への説明など、必要な取組を記載

事例３（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

17323  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・ ICD植込みによる運転制限、作業環境で配慮
が必要な事項を検討

・緊急時の対応について、労働者本人の同意を
得て、必要な範囲で職場と情報を共有し、対
応を検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医が選任されている場合は、情報を的確に伝えるた
めに必要に応じて専門用語も使用する

●病名は、事業者が両立支援プランを検討する際に必要と
考えられる場合に記載

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在
の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・ ICD植込みにより、業務内容や作業環境で配慮が必要な
事項を具体的に記載

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
・緊急時の対応など職場が理解しておく必要がある事項を
記載

・労働者が職場に相談しやすい環境づくりのため、上司等
からの声掛け、同僚への説明など、必要な取組を記載

事例３（心疾患）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

24  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：心疾患 
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことがわかるよう、署名

●本人や職場の不安軽減のために、同僚等に症
状や必要な配慮等に関する説明を行う場合は、
労働者本人の同意を得て説明を行う旨を明記

●緊急時や体調不良時の時間単位の休暇取得な
どの配慮事項を記載

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●通院頻度や時間単位の休暇取得についても参
考情報として明記

●自動車運転や立ち入り場所の制限など、ICD
の影響による業務内容の調整が必要な場合に
は、必要な措置内容を記載

●定期的な産業医面談の実施についても明記

●労働者本人が気を付けるべき事項があれば記
載

事例３（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことがわかるよう、署名

●本人や職場の不安軽減のために、同僚等に症
状や必要な配慮等に関する説明を行う場合は、
労働者本人の同意を得て説明を行う旨を明記

●緊急時や体調不良時の時間単位の休暇取得な
どの配慮事項を記載

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置の内容と期間を設定
●通院頻度や時間単位の休暇取得についても参
考情報として明記

●自動車運転や立ち入り場所の制限など、ICD
の影響による業務内容の調整が必要な場合に
は、必要な措置内容を記載

●定期的な産業医面談の実施についても明記

●労働者本人が気を付けるべき事項があれば記
載

事例３（心疾患）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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